
近年、世界的潮流であるネイチャーポジティブや WELL-BEING※の実現など、河川水辺環境に期待される役

割が増えてきています。間近に控える「GREEN×EXPO 2027」の開催も好機と捉え、「快適」・「オープン」・

「ネイチャーポジティブ」を基本方針とする「横浜市河川水辺環境の保全・創出に関する指針」を策定します。 

策定にあたり、このたび「横浜市河川水辺環境の保全・創出に関する指針（素案）」をとりまとめました

ので、市民意見募集を実施します。 

※WELL-BEING…幸福で肉体的、精神的、社会的全てにおいて満たされた状態のこと

●「横浜市河川水辺環境の保全・創出に関する指針」（素案）は、

こちらからご覧いただけます。 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/kasen-

gesuido/kasen/shoukai/kasenmizube_shishin.html 

 

１ 募集期間

 令和７年 12 月 24 日（水）から令和８年１月 30 日（金）まで 

２ 資料の配架・閲覧場所 

・各区役所広報相談係 ・各区土木事務所

・市民情報センター（市庁舎３階） ・下水道河川局河川流域調整課（市庁舎 21 階）

３ 提出方法 

・オンライン入力フォーム

以下ＵＲＬ（または二次元コード）からアクセスし、ご入力ください。 

https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/

procedures/apply/6d076ba7-052f-4861-8233-21caa6b8d816/start

・電子メール：gk-kasenmizube@city.yokohama.lg.jp

・Ｆ Ａ Ｘ：045-651-0715

・郵 送：〒231-0005 横浜市中区本町６丁目 50 番地の 10 

下水道河川局河川流域調整課 担当あて 

※電子メール、ＦＡＸ、郵送でご提出いただく場合はご意見いただく項目、掲載ページ、

「横浜市河川水辺環境の保全・創出に関する指針（素案）」に関するご意見である旨を明記した上で

お送りください。

・ご意見の概要とそれに対する市の考え方等は、個人情報を除き令和８年３月に横浜市ウェブサイト

で公表する予定です。

・「横浜市河川水辺環境の保全・創出に関する指針」の策定は、令和８年３月頃を予定しています。 

お問合せ先 

下水道河川局河川流域調整課長 吉野 文雄 Tel 045-671-2818 

横 浜 市 記 者 発 表 資 料 

● 市民意見募集の概要

横浜市河川水辺環境の保全・創出に関する指針（素案）について 

市民の皆様からご意見を募集します 

令 和 ７ 年 1 2 月 2 2 日 
下水道河川局河川流域調整課 

● 市民意見募集の結果公表、「横浜市河川水辺環境の保全・創出に関する指針」の策定・公表

オンライン入力フォーム

素案はこちら 

https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/6d076ba7-052f-4861-8233-21caa6b8d816/start

